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別添２ 

酪農経営安定化支援ヘルパー事業 

 

第１ 事業実施主体 

この事業の事業実施主体は、令和８年度畜産業振興事業に係る公募要領

（令和８年１月２２日付け７農畜機第６８６２号）により応募した者から

選定された者（以下「公募団体」という。）とする。 

 

第２ 事業の内容 

公募団体のうち、全国を区域として事業を実施する団体（以下「公募団

体Ａ」という。）は１の（６）及び３の（９）に掲げる事業を行うものと

し、公募団体のうち、都道府県を区域として事業を実施する団体（以下

「公募団体Ｂ」という。）は３の（９）を除く事業を自ら実施し、又は酪

農ヘルパー利用組合（酪農ヘルパー事業を実施する農業協同組合、農業協

同組合連合会、農事組合法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しく

は都道府県知事が適当と認めるその他の法人又は農業者の組織する法人格

を有しない団体（代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規

約の定めがあるものに限る。）をいう。以下「利用組合」という。本項に

おいて、複数の利用組合で構成する組織等を含む。）が３の（８）及び

（９）を除く事業を実施するのに要する経費を補助するものとする。 

 １ 酪農の担い手となる酪農ヘルパー人材育成支援 

 （１）公募団体Ｂ及び利用組合が酪農ヘルパーを育成するための取組 

ア 酪農後継者を対象とした酪農ヘルパー技術研修の実施等に係る参

加促進 

イ 酪農経営の新規就農を希望する酪農ヘルパーが離農を予定する酪

農家の円滑な継承を図るための派遣研修の実施等に係る参加促進 

ウ 酪農ヘルパー要員を確保するための雇用前研修手当の交付等 

エ ３の（９）のウの公募団体Ａが実施する初任者向け研修その他こ

れに準ずる研修を修了した者及び修了することが確実な者を雇用し

て行う実践研修（以下「酪農ヘルパー実践研修」という。）手当の交

付等 

オ 酪農ヘルパーを対象とした資質向上のための研修会の開催等 

カ 他団体等が開催する研修会への参加促進 

キ 酪農ヘルパー実践研修実施者の住宅・通勤手当の交付 

ク 酪農ヘルパー実践研修受入農家への協力金（以下「実践研修協力
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金」という。）の交付 

（２）酪農ヘルパー要員の確保のための募集活動 

ア 酪農ヘルパーの職業認知度の向上及び酪農ヘルパー要員の確保の

ための教育機関への出前講座の実施 

イ 酪農ヘルパー要員の確保のための募集広告の掲載並びにイベント

への参加及び開催 

ウ ア及びイ以外の酪農ヘルパー要員の確保のための募集活動の実施 

（３）専任ヘルパー（利用組合が雇用する酪農ヘルパーであって、就業規則

に規定する労働日に通年就労する常用的雇用状況にある酪農ヘルパーを

いう。以下同じ。）以外の酪農ヘルパー（以下「臨時ヘルパー」とい

う。）の出役に要する経費の補助 

（４）酪農ヘルパー業務に必要な免許及び資格の取得に要する経費の補助 

（５）酪農後継者及び酪農ヘルパーの新規就農を促進するための協議会の開

催及び調査等 

（６）酪農ヘルパーに関心のある学生を対象としたインターンシップの実施 

（７）内定者を対象とした就業前研修の実施 

（８）特定技能外国人の活用 

ア 特定技能外国人の活用に向けた課題整理のための会議の開催、調

査及び現地採用の実施 

イ 特定技能外国人の生活支援を行う機関（出入国在留管理庁長官の

登録を受けた機関に限る。以下同じ。）への生活支援の委託 

（９）酪農ヘルパーを目指す生徒又は学生への修学資金の給付 

２ 傷病時の利用の円滑化 

酪農従事者が、病気、事故、出産、忌引き、父母等の病気見舞いに伴う

里帰り、育児サポート、研修等への参加その他理事長が適当と認める理由

に該当する場合（以下「傷病時」という。）に酪農ヘルパーを一定期間継

続的に利用したときに、利用料金の一部を補塡する制度（以下「互助制

度」という。）に参加する酪農家（以下「加入農家」という。）の利用料金

の負担軽減 

３ 酪農ヘルパー利用組合の強化等 

（１）酪農ヘルパー事業の普及・啓発、出役活動調整等のための推進協議会

の開催等 

 (２）利用組合の運営改善 

ア コンサルタント等を活用した経営診断の受診及び指導に基づく収

支改善計画の作成 
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イ アに掲げる経営診断及び収支改善計画を踏まえた利用組合の事務

の効率化 

ウ 酪農ヘルパーの出役調整等に係る事務軽減を図るための外部委託

等の推進 

エ 酪農ヘルパーの出役調整に係る事務軽減を図るための電子システ

ムの導入及び運営 

（３）広域利用調整等の促進 

ア 広域利用調整及びコントラクター等支援組織との統合を推進する

ための検討会の開催 

イ 広域利用等による出役調整 

（４）酪農ヘルパーの傷害補償保険及び損害賠償保険の加入促進 

（５）家畜防疫対策に係る計画の作成及び防疫機器等の整備 

（６）利用料金等及び専任ヘルパーの給与の引上げ等を行う利用組合に対す

る酪農ヘルパーの待遇改善のための奨励金（以下「酪農ヘルパー待遇改

善奨励金」という。）の交付 

（７）酪農ヘルパー事業を推進するための地域独自の取組（理事長が適当と

認めるものに限る。） 

（８）酪農経営安定化支援ヘルパー事業の円滑な推進を図るための推進指導 

（９）酪農ヘルパー推進事業 

ア 利用組合の組織運営体制や加入農家の利用実態等の調査、酪農ヘ

ルパーに関するデータベースシステムの整備、研修会の開催及び情

報提供 

イ 優良事例調査及び優良事例普及・啓発のための発表会の開催 

ウ 酪農ヘルパーに必要な知識及び技術等の修得・向上を図るための

研修の実施 

エ 酪農ヘルパーの採用体制強化に向けた検討会の開催 

オ 教育機関等における講演、酪農ヘルパーの仕事を紹介するリーフ

レットやホームページ等の作成、各種イベントへの出展等の酪農ヘ

ルパーの職業認知度向上に向けた取組 

カ 人材コンサルタントを活用した酪農ヘルパーの採用及び定着の促

進を図るための取組の実証 

キ 酪農経営安定化支援ヘルパー事業の円滑な推進のための会議の開

催、公募団体Ｂ及び利用組合に対する助言及び指導等 

 

第３ 事業の実施 
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１ 事業実施要領の作成 

公募団体Ｂは、第２の事業を実施するに当たり、利用組合に補助を行う

場合には、あらかじめ事業の趣旨、内容、仕組み、消費税及び地方消費税

の取扱い、補助金の交付手続等を定めた実施要領を作成し、都道府県知事

に協議の上、理事長に提出し、承認を得るものとする。これを変更する場

合も同様とする。 

２ 事業の実施要件等 

（１）利用組合 

ア 利用組合は、次に掲げる事項を内容とする利用組合規約を作成しな

ければならない。 

（ア）利用組合の目的、名称、事務所の所在地、代表者、利用組合員の

資格等に関すること 

（イ）利用組合の事業及びその運営に関すること 

（ウ）利用組合の経理に関すること 

（エ）酪農ヘルパーの資格、給与等に関すること 

（オ）酪農ヘルパーの業務内容及び就業条件に関すること 

（カ）酪農ヘルパー利用料金に関すること 

（キ）酪農ヘルパー作業中に起きた損害に関する利用組合等及び酪農ヘ

ルパーの責務に関すること 

（ク）その他酪農ヘルパー業務を委託する場合の委託内容等利用組合の

事業の実施に必要な事項に関すること 

イ 利用組合は、アの利用組合規約の作成に当たっては、公募団体Ｂの

承認を得るものとする。 

公募団体Ｂは、この承認に当たっては、都道府県知事と協議するも

のとする。 

（２）酪農ヘルパー人材育成支援 

ア 酪農後継者を対象とした酪農ヘルパー技術研修 

（ア）酪農後継者 

第２の１の（１）のアの酪農後継者は、研修終了後、酪農業（酪

農ヘルパーを含む。）に１年以上従事することが見込まれる者であ

り、かつ、次のすべての要件に適合する者とする。 

ａ 酪農業を営む個人（一戸法人を含む。）の子弟又はそれに準ず

るものとして第２の１の（５）の協議会又は公募団体Ｂ（以下

「協議会等」という。）が適当と認める者 

ｂ 利用組合に臨時ヘルパーとして登録されていること 
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ｃ 技術研修開始時点の年齢が原則として４５歳未満であること 

（イ）技術研修は、協議会等が指定する利用組合の活動区域内（広域的

な酪農ヘルパーの確保及び養成のため、近隣の複数の利用組合が

協力して実施する場合にあっては、それらの活動区域内をいう。

以下同じ。）の複数の酪農家において技術向上等の研修を行うもの

とする。 

なお、研修先の酪農家は、酪農後継者の親族及び姻族(三親等以

内)又は勤務先でないこと。 

イ 酪農経営の新規就農を希望する酪農ヘルパーが離農を予定する酪農

家の円滑な継承を図るための派遣研修 

（ア）酪農ヘルパー 

第２の１の（１）のイの酪農ヘルパーは、酪農業への新規就農を

希望する専任ヘルパーであって、協議会等が適当と認める者とす

る。 

（イ）派遣研修は、協議会等が指定する利用組合の活動区域内における

離農予定酪農家において研修を行うものとし、派遣研修終了後、就

農意向等について協議会等へ報告するものとする。 

なお、研修先の酪農家は、酪農ヘルパーの親族及び姻族(三親等

以内)でないこと。 

ウ 雇用前研修手当の交付対象となる研修 

（ア）研修対象者 

利用組合に新たに専任ヘルパーとして就業することが見込まれる

者とする。ただし、臨時ヘルパーとしての従事経験が１年以上（出

役日数２５日をもって１か月とみなす。）の者を除く。 

（イ）雇用前研修は、利用組合の活動区域内での酪農ヘルパーとしての

業務を通じた研修を中心に、必要に応じて活動区域内の酪農家での

滞在研修及び指導機関等への派遣研修を組み合わせて行うものとす

る。 

エ 酪農ヘルパー実践研修手当の交付対象となる研修 

（ア）研修対象者 

雇用後１年以内（酪農ヘルパー要員としての従事経験がある者の

場合には、以前の従事期間と通算して１年以内とする。なお、従事

経験が臨時ヘルパーとしての場合には、出役日数２５日をもって

１か月とみなす。）の専任ヘルパーとする。 

（イ）酪農ヘルパー実践研修を実施する利用組合は、就業規則を整備
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し、労災保険及び雇用保険に加入するものとする。また、その他酪

農ヘルパーの生活安定に必要な保険制度（健康保険、年金等）等へ

の加入に努めるものとする。 

（ウ）酪農ヘルパー実践研修は、利用組合の活動区域内での酪農ヘルパ

ーとしての業務を通じた研修を中心に、必要に応じて活動区域内の

酪農家での滞在研修及び指導機関等への派遣研修を組み合わせて行

うものとする。 

オ 住宅・通勤手当 

住宅・通勤手当の補助期間は、酪農ヘルパー実践研修手当の交付

対象となる研修の実施期間内とする。 

カ 実践研修協力金の交付 

（ア）実践研修協力金の交付対象となる酪農家は、酪農ヘルパー実践研

修実施者を受け入れ、適切な指導等を行うことで研修に協力する

酪農家（以下「実践研修受け入れ農家」）とする。 

（イ）実践研修受け入れ農家は、酪農ヘルパー実践研修実施者の受け入

れに際して、事前及び事後に、別紙様式第４号の別紙２の新人酪

農ヘルパー受入チェックシートを記入し、公募団体Ｂ又は利用組

合に提出するものとする。 

（ウ）実践研修協力金の交付を実施する公募団体Ｂ又は利用組合は、実

践研修受入農家が記入したチェックシートを取りまとめ、実績報

告時に提出するものとする。 

（エ）実践研修協力金の交付を実施する公募団体Ｂ又は利用組合は、研

修終了後、チェックシートの遵守状況について、酪農ヘルパー実

践研修対象者へのヒアリング等により確認し、実践研修受入農家

に対し、日数に応じた実践研修協力金を交付することとし、チェ

ックシートの遵守状況等に問題が認められた場合は、必要に応じ

て実践研修受入農家への指導・助言を行うものとする。 

（３）酪農後継者及び酪農ヘルパーの新規就農を促進するための協議会の開

  催 

第２の１の（５）の協議会は、公募団体Ｂ、利用組合、農業協同組

合及び農業協同組合連合会等から構成するものとする。 

（４）酪農ヘルパーに関心のある学生を対象としたインターンシップの実施 

ア 原則として、公募団体が実施するものとする。 

イ 公募団体は、インターンシップに参加する学生（以下「学生」とい

う。）の所属する学校から参加申込みを受けるものとする。 
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ウ 参加できる学生は、参加申込み時に日本国内の大学、大学校、専門

学校、高等学校に在学するものとする。 

エ 公募団体は、学生の安全確保に努め、必要な傷害保険等に加入する

ものとする。 

オ 開催日時、カリキュラム、学生が負担する経費の内容及び定員等を

定めた募集要領を予め定めるものとする。 

カ 公募団体は、インターンシップの概要、効果、課題及び参加者の内

訳等を記した実施報告書を作成するものとする。 

（５）内定者を対象とした就業前研修の実施 

ア 第２の１の（７）の内定者は、利用組合から雇用契約を締結する

予定であることを内定通知書等の書面で通知された者で、その就労

の始期以前の者とする。ただし、就業前研修開始時点において、就

労の始期まで６か月以上の期間を有する者及び専任ヘルパーとして

従事経験のある者を除く。 

イ 就業前研修を実施する利用組合は、内定者の安全確保に努め、必

要な傷害保険等に加入するものとする。 

 （６）酪農ヘルパーを目指す生徒又は学生への修学資金の給付 

ア 給付規程 

第２の１の（９）の修学資金の給付を行う公募団体Ｂ又は利用組合

（以下「給付組合」という。）は、修学資金の給付対象者（以下単に

「給付対象者」という。）の要件、学校区分ごとの給付額、給付期

間、給付契約の締結、給付契約の解除及び給付の休止、給付した修

学資金の返還及び返還免除、就業期間その他必要な事項に関する給

付規程を定めるものとする。 

   イ 給付対象者 

給付対象者は、高等学校、大学、短期大学、農業大学校及び専門学

校（以下「学校等」という。）の生徒又は学生とし、学校等を修学後

利用組合において専任ヘルパーとして３年以上就業する見込みのあ

る者であって、給付組合とアの給付規程に則して給付契約を締結し

た者とする。 

   ウ 給付額及び給付期間 

修学資金の給付額及び給付期間は別表のとおりとし、修学資金の給

付を行う場合においては、各学校区分等における給付額及び給付期

間の上限を第３の１の実施要領等に定めなければならない。 

なお、必要に応じて修学資金の年額（給付額に当該年度の給付期間
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を乗じた額をいう。）の一部又は全部を一時金として給付することが

できる。 

   エ 就業利用組合 

     給付対象者が就業する利用組合（以下「就業利用組合」という。）

は、原則として修学資金の給付を行った利用組合とする。 

ただし、公募団体Ｂが修学資金の給付を行う場合には、公募団体

Ｂの長は就業利用組合を指定しなければならない。指定した就業利

用組合を変更する場合も同様とする。 

   オ 修学資金の返還等 

（ア）返還の対象 

給付組合は、給付対象者が次に掲げるいずれかに該当する場合

は、給付した修学資金に補助率を乗じて得た額（以下「給付金」

という。）に（イ）で規定する加算金を加算した額（以下「返還

金」という。）を返還させるものとする。 

ａ 学校等在学中に、修学後就業利用組合の専任ヘルパーとして

就業する見込みがなくなったと認められた場合 

ｂ 学校等を退学（専任ヘルパーとして就業した場合を除く。）又

は休学（復学を予定し、なお修学後に専任ヘルパーとして就業

することが見込まれる場合を除く。）した場合 

ｃ 学校等を修学後、直ちに就業利用組合の専任ヘルパーとして

就業しなかった場合。ただし、給付組合の長の承認を得た農業

研修等を行う場合にあっては、当該農業研修等が終了後、直ち

に就業利用組合の専任ヘルパーとして就業しなかった場合とす

る。 

ｄ 学校等を修学後５年以内に通算して、給付期間の２分の３を

超える期間、就業利用組合の専任ヘルパーとして就業しなかっ

た場合 

（イ）加算金 

 修学資金の給付時ごとの金額に、給付を受けた日の属する月の

翌月から、返還すべき事実が生じた日の属する月までの期間につ

き、給付金の金額に年10.95％の割合で算定した額の総和とする。 

（ウ）返還の方法 

ａ 給付組合は、給付対象者に返還すべき事実が生じた日から

４か月（災害、病気その他やむを得ない事情により理事長が特

に認める場合は、２年を限度に理事長が認めた期間）以内に
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（ア）の返還金を機構に返還する（給付組合が利用組合の場合

は公募団体Ｂを通じて機構に返還する。以下ｂにおいて同じ。）

ものとする。 

ｂ 給付組合が返還しなければならない日までに正当な理由がな

く機構に返還金を返還しない場合には、当該返還すべき日の翌

日から返還される日までの日数に応じ、返還金の金額に年

10.95％の割合で計算した延滞金を加算した上で機構へ返還しな

ければならない。 

（エ）返還の免除等 

  ａ 給付対象者が就業利用組合の専任ヘルパーとして就業した期間

が、学校等を修学後５年以内に通算して、給付期間の２分の

３を超えた場合は返還金の全部の返還を免除する。 

  ｂ （ア）のｄに該当する場合は、返還金に充足率（就業利用組合

の専任ヘルパーとして就業した期間から修学資金を給付した月

数に２分の３を乗じて得た期間を除して得た率とする。）を乗じ

て得た額の返還を免除する。 

ｃ 給付組合は、給付対象者の死亡、病気、事故、就農（親の死

亡等やむを得ない事情による場合に限る。）その他理事長が認め

る事由により就業利用組合の専任ヘルパーとして、給付期間の

２分の３を超える期間の就業が不可能になった場合は、理事長

の承認を得て、返還金の全部又は一部の返還を免除できるもの

とする。 

（７）傷病時の利用の円滑化 

  ア 互助制度に関する規約等 

互助制度を実施する利用組合又は公募団体Ｂは、利用料金の負担

軽減期間、負担軽減額、積立金の額等を定めた互助制度に関する規

約を作成し、酪農家と互助制度に係る契約（以下「互助契約」とい

う。）を締結するものとする。 

イ 補助対象 

（ア）第２の２における補助対象経費は、加入農家が、互助契約に定め

る就業者の傷病時に、酪農ヘルパーを５日以上継続利用した場合

（５日以上利用した場合であって、継続利用していないことが加

入農家に起因しない理由によると特に認めた場合を含む。）の負担

軽減額とする。 

なお、継続利用の開始日又は終了日が、事業の実施期間内では
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ない場合にあっても、事業の実施期間内の利用日については補助

対象とする。 

（イ）忌引きの対象親族は、就業者本人に係る「同居する家族又は三親

等以内の親族」とする。忌引きの場合は、（ア）の規定にかかわら

ず５日未満の利用についても補助の対象とし、その場合には、対

象親族の死亡日から起算して７日以内に利用した日数に限るもの

とする。ただし、葬儀等が対象親族の死亡日から起算して８日以

降となった場合は、葬儀等の実施日について補助対象とし、利用

日数の合計は毎年度７日以内とする。 

（ウ）父母等の病気見舞いに伴う里帰りにおける父母等の対象親族は、

就業者本人に係る「祖父母、父母、そのいずれかと同居している

二親等以内の親族」とし、病気にはけがや事故も含むものとす

る。 

（エ）育児サポートにおける対象児は、就業者本人に係る「同居する又

は二親等以内である６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある乳幼児（以下「同居等の小学校就学前の乳幼児」とい

う。）」とする。育児サポートは、同居等の小学校就学前の乳幼児

が、病気、けが、事故その他養育に必要な事項に該当する場合と

し、（ア）の規定にかかわらず５日未満の利用についても補助の対

象とする。ただし、利用日数の合計は１互助契約当たり毎年度

７日以内とする。 

（オ）対象となる研修等は、就業者の飼養管理技術の向上や経営の高度

化等に資するために参加するものとし、（ア）の規定にかかわらず

５日未満の利用についても補助の対象とする。ただし、利用日数

の合計は１互助契約当たり毎年度７日以内とする。 

（８）広域利用等による出役調整 

第２の３の（３）のイの出役は、利用組合の活動区域（他の利用組合

と統合等を実施した利用組合は旧の活動区域）外の酪農家への出役、出

役の総距離が３０ｋｍを超える出役その他これに準ずる出役とする。 

（９）傷害補償保険及び損害賠償保険の加入促進 

ア 傷害補償保険の被保険者等 

第２の３の（４）の傷害補償保険の被保険者は、臨時ヘルパーとし

て利用組合に登録され、かつ、労働者災害補償保険の適用労働者にな

り得ない者とし、利用組合は公募団体Ｂに傷害補償保険の加入申込み

を行うものとする。また、傷害補償保険の補助対象経費は、加入する
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保険の保険料とする。 

イ 損害賠償保険 

第２の３の（４）の損害賠償保険の補助対象経費は、加入する保険

（普通保険約款、請負業者特別約款、保管物特別約款及び生産物賠償

責任約款）の保険料とする。 

（10）酪農ヘルパー待遇改善奨励金の交付 

  ア 待遇改善奨励金の交付要件 

待遇改善奨励金の交付対象となる利用組合は以下の要件をすべて

満たすものとする。     

  （ア）令和８年４月１日以降に酪農家から徴収する利用料金等（ウに基

づき算定した額とする。以下、同じ。）を引き上げるため、所要の

規程等の改正を行うこと 

  （イ）令和８年４月１日以降に専任ヘルパーの給与等（基本給及び諸手

当等の合計をいう。以下同じ。）について、引き上げる前の月の給

与から３％以上を引き上げる（専任ヘルパーの休日数を増加させ

ることにより実質的に給与単価を引き上げる取組を含む。以下同

じ。）ため、所要の規程等の改正を行うこと 

  （ウ）（ア）により利用料金等を引き上げた日（以下「利用料金等改定

適用日」という。）又は（イ）により給与等の引上げ等を行った日

（以下「給与等改定適用日」という。）のどちらか遅い日から４年間

を経過するまでの期間において、専任ヘルパーの給与を引き下げな

いこと   

イ 利用料金等の引上額の算定 

利用料金等の引上額は、原則として、利用料金等改定適用日以前

の１日（朝及び夕又は夕及び朝の出役をもって１日とする。以下同

じ。）当たりの利用料金等と利用料金等改定適用日以後の１日当たり

の利用料金等の差額とする。 

ウ 利用料金等 

  利用料金等は、酪農家がエの作業内容等を利用組合に依頼した場

合における、以下の（ア）から（ウ）までの料金とする。ただし、

曜日、季節等による追加料金及び交通費その他酪農ヘルパーの利用

に伴う附帯経費は除くものとする。また、以下により難い場合は、

利用組合の規程等に基づき算定することができるものとする。 

（ア）基本料金（作業内容によらず搾乳頭数、出役人数、作業時間等に

より定額で支払う料金をいう。） 
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（イ）作業別料金（搾乳、給餌、糞出し等の作業別に支払う料金をい

う。） 

（ウ）戸数割料金（年会費、加入料等の名目で、利用組合に加入するた

めに必要な料金をいう。） 

エ 作業内容等 

（ア）作業内容は、酪農家に代わり実施する搾乳、給餌、糞出し等とす

る。 

（イ）搾乳頭数は、農林水産省大臣官房統計部から公表される畜産統計

調査（以下単に「畜産統計調査」という。）の直近の都道府県別経

産牛頭数を飼養戸数で除した頭数に２０分の１７を乗じた頭数と

する。 

（ウ）飼養頭数は畜産統計調査の直近の都道府県別飼養頭数を飼養戸数

で除した頭数とする。 

（エ）搾乳方法は、パイプラインミルカーによる搾乳とする。 

オ 給与等の引上率の算定 

給与等の引上率は、給与等改定適用日以降の１か月（１か月は

３０日とする。以下同じ。）当たりの給与等と給与等改定適用日前の

１か月当たりの給与等の差額を、給与等改定適用日前の１か月当た

りの給与等の額で除して得た数に１００を乗じて算出するものとす

る。ただし、休日を増加させる場合の給与等の引上率は、１日当た

りの給与等の額（１か月当たりの給与等の額を、３０日から就業規

則等に定めのある休日数を減じた日数で除した額とする。）に、１か

月当たりの増加休日数を乗じて得た額を給与等改定適用日前の１か

月当たりの給与等で除して得た数に１００を乗じて算出するものと

する。 

 

（11）その他 

公募団体Ｂ及び利用組合は、公募団体Ａが実施する初任者向け研修の

課程を修了したと認定された者が、酪農ヘルパー事業の実施において十

分活用されるよう配慮するものとする。 

３ 事業の委託 

（１）公募団体Ａは、事業の一部を公募団体Ｂ、利用組合及び理事長が適当

と認める団体に委託して行うことができるものとする。 

（２）公募団体Ｂは、事業の一部を利用組合及び理事長が適当と認める団体

に委託して行うことができるものとする。 
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４ 事業の実施期間 

  この事業の実施期間は、令和８年度とする。 

５ みどりの食料システム戦略による環境負荷低減に向けた取組強化 

（１）利用組合は、「補助事業及び物品・役務の調達（委託事業を含む）に

おける環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）の試行実施につい

て」（令和７年１２月２６日付け７環バ第３５５号農林水産省大臣官房環

境バイオマス政策課長通知。以下「環境バイオマス政策課長通知」とい

う。）に基づき、当該通知別添１の「みどりチェック」チェックシートに

記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした

上で、公募団体Ｂに提出するものとする。 また、実績報告時には、当該

「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業実

施期間中に実施したか否かをチェックし、これを公募団体Ｂに提出するも

のとする。 

（２）公募団体Ｂは、全ての利用組合から当該「みどりチェック」チェック

シートを収集し、その一覧を第６の１の（２）の交付申請時、第６の２の

変更承認申請時及び第６の５の（１）の実績報告時に機構へ提出するもの

とする。一覧には、名称及び所在地（都道府県）の情報を含めることとす

る。 

（３）公募団体は、環境バイオマス政策課長通知に基づき、当該通知別添

１の「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事

業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、第６の１の交付申請時に

機構に提出するものとする。 また、第６の５の実績報告時には、当該

「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、事業実

施期間中に実施したか否かをチェックし、これを機構に提出するものとす

る。 

 

第４ 事業の推進指導 

１ 公募団体Ａは、農林水産省及び機構の指導の下、都道府県、関係機関及

び関係団体との連携に努め、この事業の適正かつ円滑な実施を図るものと

する。 

２ 公募団体Ｂは、農林水産省、都道府県及び機構の指導の下、都道府県、

関係機関及び関係団体との連携、利用組合に対するこの事業の趣旨、内容

等の周知徹底に努めるとともに、事業の適正かつ円滑な実施を図るものと

する。 

３ 都道府県知事は、この事業の適正かつ円滑な実施を図るため、この事業
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の趣旨、内容等の周知徹底、公募団体Ｂ、利用組合等に対する指導その他

の必要な支援に努めるものとする。 

 

第５ 機構の補助 

機構は、予算の範囲内において、別表に定める補助対象経費及び補助率

により、公募団体が事業を実施するのに要する経費につき補助するものと

する。 

  

第６ 補助金交付の手続等 

１ 補助金の交付申請 

（１）公募団体Ａは、補助金の交付を受けようとする場合は、事業実施計画

を作成の上、理事長が別に定める期日までに、別紙様式第１号の酪農経

営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）補助金交付申

請書を理事長に提出するものとする。 

（２）公募団体Ｂは、補助金の交付を受けようとする場合は、利用組合から

提出された事業実施計画を取りまとめの上、自ら作成する事業実施計画

とともに、理事長が別に定める期日までに、別紙様式第１号の酪農経営

支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）補助金交付申請

書を理事長に提出するものとする。 

また、公募団体Ｂは、交付申請に当たり、事業実施計画をあらかじ

め都道府県知事に協議するものとする。 

２ 事業の変更承認申請 

公募団体は、補助金の交付決定のあった後において、次に掲げる変更を

しようとする場合は、あらかじめ別紙様式第２号の酪農経営支援総合対策

事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）補助金交付変更承認申請書を作

成の上、理事長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、公募団

体Ｂは、変更後の事業実施計画をあらかじめ都道府県知事に協議するもの

とする。なお、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書（平成１５年

１０月２日付農林水産省指令１５生産第４１５３号認可）第８０条第１項

第１号イ及びロの理事長が別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外

の変更とする。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）事業費（第２の１及び同３の合計）の３０％を超える増減 

（３）補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

３ 補助金の概算払 
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（１）理事長は、この事業の円滑な実施を図るために必要があると認められ

る場合には、交付決定額を限度として補助金の概算払をすることができ

るものとする。 

（２）公募団体は、補助金の概算払請求をしようとする場合には、別紙様式

第３号の酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事

業）補助金概算払請求書を理事長に提出するものとする。 

４ 進捗状況報告 

   第２の２の事業を実施する公募団体Ｂは、四半期ごとに傷病時利用の進

捗状況を管理し、取りまとめ後すみやかに機構に送付するものとする。 

５ 事業の実績報告 

（１）公募団体Ｂが実施する事業 

利用組合は、毎年度、公募団体Ｂに対し、当該年度に実施した事業の

実績を事業完了後速やかに報告するものとする。 

公募団体Ｂは、提出された事業の実績を取りまとめの上、自らの事業

の実績とともに事業の完了した日から起算して１か月を経過した日又は

補助金の交付決定通知のあった年度の翌年度の４月２０日のいずれか早

い期日（事業の完了が交付決定通知のあった年度の翌年度となった場合

は、事業の完了した日から起算して１か月を経過した日）までに、別紙

様式第４号の酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー

事業）実績報告書を作成し、都道府県知事及び理事長に提出するものと

する。 

（２）公募団体Ａが実施する事業 

公募団体Ａは、事業の完了した日から起算して１か月を経過した日

又は補助金の交付決定通知のあった年度の翌年度の４月２０日のいずれ

か早い期日までに、別紙様式第４号の実績報告書を理事長に提出するも

のとする。 

 

第７ 消費税及び地方消費税の取扱い 

１ 公募団体は、機構に対して第６の１の補助金交付申請書を提出するに当

たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地

方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をい

う。以下同じ。）がある場合には、これを当該補助金の交付申請額から減
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額して申請しなければならない。 

ただし、当該補助金交付申請書の提出時において当該補助金に係る仕入

れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。 

２ 公募団体は、１のただし書により申請をした場合において、第６の

５に係る実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減

額して報告しなければならない。 

３ 公募団体は、１のただし書により申請をした場合において、第６の

５に係る実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申

告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合に

は、別紙様式第５号の酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援

ヘルパー事業）に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書を速やかに理

事長に提出するとともに、その金額（２の規定に基づき減額した場合に

は、その減じた金額を上回る部分の金額）を機構に返還しなければなら

ない。 

また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになら

ない場合又はない場合（公募団体自ら又はそれぞれの利用組合の仕入れ

に係る消費税等相当額がない場合を含む。）であっても、その状況等につ

いて、補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定通知のあった日の翌

年６月３０日までに、同様式により理事長に報告しなければならない。 

 

第８ 知的財産権の取扱い 

公募団体Ｂは、第２の３の（２）のエの電子システムの導入により得られ

た知的財産権（特許権、実用新案権、商標権、意匠権、プログラム及びデー

タベースに係る著作権等権利化された無体財産権及びノウハウ等をいう。以

下同じ。）に関して出願、申請等の手続を行った場合（著作権については、

著作物が得られた場合）若しくは取得した場合又は実施権を設定した場合

は、遅滞なく理事長にその旨を別紙様式第６号の酪農経営支援総合対策事業

（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）特許権等に関する出願・取得状況報告

書により報告するものとする。 

また、事業実施期間中及び事業終了後５年間において、この事業により得

られた知的財産権の全部又は一部の譲渡等を行おうとする場合は、事前に理

事長の承認を受けるものとする。 

 

第９ 事業収益状況の報告等 



17 

 

第８に規定する知的財産権の取得等をした公募団体Ｂは、第２の３の

（２）のエの電子システムの導入に係る知的財産権の譲渡又は当該知的財産

権を利用する権利の設定により生じた過去１年間の収益又は事業により開発

された製品を自ら販売した場合の過去１年間の販売実績及び事業を実施する

ことにより発生した収益の状況等について、事業実施期間中及び事業終了年

度の翌年度以降５年間は、毎年度、別紙様式第７号の酪農経営支援総合対策

事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）事業収益状況報告書により、各決

算期の終了後（半年決算の事業者にあっては、下半期の決算の終了後）２月

以内に理事長に報告するものとする｡ 

理事長は、この報告によって相当の収益があったと認められる場合には、

交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を機構に納付させることがで

きる。 

 

第１０ 帳簿等の整備保管等 

１ 公募団体は、この事業に係る経理については、他と明確に区分し適正に

経理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備保管

するものとし、その保存期間は、事業の完了した年度の翌年度から起算し

て５年間とする。 

２ 公募団体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産について「独

立行政法人農畜産業振興機構の実施する補助事業により取得した財産の処

分制限期間」（平成１６年４月８日付け１６農畜機第１２３号）に定める

処分制限期間中、１の帳簿等に加え、財産管理台帳その他関係書類を整備

保管するものとする。 

３ １及び２に基づき作成、整備及び保管をすべき帳簿、台帳及び関係書類

のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記

録によることができる。 

４ 理事長は、この要綱に定めるもののほか、事業実施状況及び事業実績に

ついて、必要に応じ、公募団体に対し、調査又は報告を求めることができ

るものとする。 
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事業の種類 補助対象経費 補助率又は額 

１ 酪農の担い手

となる酪農ヘル

パー人材育成支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）公募団体Ｂ及び利用

組合が酪農ヘルパーを

育成するための取組 

ア 酪農後継者を対象

とした酪農ヘルパー

技術研修の実施等に

係る参加促進に要す

る経費 

 

イ 酪農経営の新規就

農を希望する酪農ヘ

ルパーが離農を予定

する酪農家の円滑な

継承を図るための派

遣研修の実施等に係

る参加促進に要する

経費 

 

ウ 酪農ヘルパー要員

を確保するための雇

用前研修手当の交付

等に要する経費 

 

エ 酪農ヘルパー実践

研修手当の交付等に

要する経費 

 

 

オ 酪農ヘルパーを対

象とした資質向上の

ための研修会の開催

等に要する経費 

 

カ 他団体等が開催す

る研修会への参加及

び参加促進に要する

経費 

 

 

キ 酪農ヘルパー実践

研修実施者の住宅・

 

 

 

酪農ヘルパー利用料金相当額

の２分の１以内。ただし、

１人当たり８，０００円/日

を上限とし、期間は２０日以

上１２０日以内とする。 

 

酪農ヘルパー利用料金相当額

の２分の１以内。ただし、

１人当たり８，０００円/日

を上限とし、期間は１２０日

以内とする。 

 

 

 

 

２分の１以内。ただし、１人

当たり２５，０００円/１か

月を上限とし、期間は３か月

以内とする。 

 

２分の１以内。ただし、１人

当たり３７，５００円/１か

月を上限とし、期間は２４か

月以内とする。 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

２分の１以内。ただし、参加

促進費は酪農ヘルパー利用料

金相当額とし、１人当たり

８，０００円/日を上限とす

る。 

 

定額。ただし、１人当たり

３３，０００円/１か月を上
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通勤手当の交付に要

する経費 

 

ク 酪農ヘルパー実践

研修受入農家への協

力金の交付に要する

経費 

 

 

（２）酪農ヘルパー要員の

確保のための募集活動 

ア 酪農ヘルパーの職

業認知度の向上及び

酪農ヘルパー要員の

確保のための教育機

関への出前講座の実

施に要する経費 

 

イ 酪農ヘルパー要員

の確保のための募集

広告の掲載並びにイ

ベントへの参加及び

開催に要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ア及びイ以外の酪

農ヘルパー要員の確

保のための募集活動

の実施に要する経費 

 

（３）臨時ヘルパーの出役

に要する経費の補助に

要する経費 

 

限とし、期間は２４か月以内

とする。 

 

定額。ただし協力金は実践研

修者１人当たり８，０００円

/日を上限とし、期間は実践

研修者1人当たり９０日以内

とする。 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額。ただし、１利用組合当

たり 

２，０００，０００円を上限

とする。また、公募団体Ｂの

うち募集活動の対象とする利

用組合の数が１０未満の場合

は 

２，０００，０００円を上限

とし、１０以上の場合は 

４，０００，０００円を上限

とする。 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

定額。ただし、１出役当たり

１，０００円とし、１人当た

り１２０回/年を上限とす

る。 
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（４）酪農ヘルパー業務に

必要な免許及び資格の

取得に要する経費の補

助に要する経費 

 

（５）酪農後継者及び酪農

ヘルパーの新規就農を

促進するための協議会

の開催及び調査等に要

する経費 

 

（６）酪農ヘルパーに関心

のある学生を対象とし

たインターンシップの

実施に要する経費（宿

泊費、交通費、傷害保

険料及び損害賠償保険

料） 

 

（７）内定者を対象とした

就業前研修の実施に要

する経費（宿泊費、交

通費、傷害保険料及び

損害賠償保険料） 

 

（８）特定技能外国人の活

用 

  ア 特定技能外国人の

活用に向けた課題整

理のための会議の開

催、調査及び現地採

用の実施に要する経

費 

 

イ 特定技能外国人の

生活支援を行う機関

への生活支援の委託

に要する経費 

 

（９）酪農ヘルパーを目指

す生徒又は学生への修

学資金の給付に要する

 

２分の１以内 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

定額。ただし、宿泊費は学生

１人当たり１０，０００円/

泊を上限とする。 

 

 

 

 

 

定額。ただし、宿泊費は内定

者１人当たり１０，０００円

/泊を上限とする。 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

 

２分の１以内。ただし、期間

は雇用した月から起算し

３６か月以内とする。 

 

 

２分の１以内。ただし、１人

当たり６０，０００円/１か

月を上限とし、給付期間は
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２ 傷病時の利用

の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 酪農ヘルパー

利用組合の強化

等 

経費 

 

 互助制度に基づく加入農

家への酪農ヘルパー料金の

負担軽減に要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）酪農ヘルパー事業の

普及・啓発、出役活動

調整等のための推進協

議会の開催等に要する

経費 

 

（２）利用組合の運営改善 

ア コンサルタント等

を活用した経営診断

の受診及び指導に基

づく収支改善計画の

作成に要する経費 

 

イ アに掲げる経営診

断及び収支改善計画

を踏まえた利用組合

の事務の効率化に要

する経費 

 

ウ 酪農ヘルパーの出

役調整等に係る事務

軽減を図るための外

部委託等の推進に要

する経費 

 

エ 酪農ヘルパーの出

２４か月以内とする。 

 

負担軽減額の２分の１以内。

ただし、複数の利用組合が、

互助制度を統合した場合、互

助制度を統合した年度の１年

間に限り３分の２以内とする

（複数回にわたって統合が行

われた場合には、統合に新た

に参加する利用組合に係る負

担軽減額に限る。）。 

 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

２分の１以内 
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役調整に係る事務軽

減を図るための電子

システムの導入及び

運営に要する経費 

 

（３）広域利用調整等の促

進 

ア 広域利用調整及び

コントラクター等支

援組織との統合を推

進するための検討会

の開催に要する経費 

 

イ 広域利用等による

出役調整に要する経

費（燃料費、車両借

上料、交通費及び宿

泊費。ただし、燃料

費及び車両借上料に

ついては、理事長が

別に定める方法によ

り算定するものとす

る。） 

 

（４）酪農ヘルパーの傷害

補償保険及び損害賠償

保険の加入促進に要す

る経費 

 

（５）家畜防疫対策に係る

計画の作成及び防疫機

器等の整備に要する経

費 

 

（６）酪農ヘルパー待遇改

善奨励金の交付に要す

る経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

 

 

 

定額。ただし、給与等改定適

用日から３６か月以内とし、

利用料金等の引上額及び給与

等の引上率に応じて、専任ヘ

ルパーの人数に下表の奨励金

単価を乗じた額を上限とする 
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（７）酪農ヘルパー事業を

推進するための地域独

自の取組に要する経費 

 

（８）酪農経営安定化支援

ヘルパー事業の円滑な

推進を図るための推進

指導に要する経費 

 

（９）酪農ヘルパー推進事

業 

ア 利用組合の組織運

営体制や加入農家の

利用実態等の調査、

酪農ヘルパーに関す

るデータベースシス

テムの整備、研修会

の開催及び情報提供

に要する経費 

 

イ 優良事例調査及び

優良事例普及・啓発

のための発表会の開

催に要する経費 

 

利 用 料

金 等 の

引上額 

奨励金単価 

給与等

を３％

以上引

き上げ 

た場合 

給与等

を５％

以上引

き上げ

た場合 

3千円以

上 ／

人・日 

30千円

／月 

35千円

／月 

2千円以

上3千円

未 満 ／

人・日 

20千円

／月 

25千円

／月 

1千円以

上2千円

未 満 ／

人・日 

10千円

／月 

15千円

／月 

 

２分の１以内 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 
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ウ 酪農ヘルパーに必

要な知識及び技術に

係る研修の実施に要

する経費 

 

エ 酪農ヘルパーの採

用体制強化に向けた

検討会の開催に要す

る経費 

 

オ 教育機関等におけ

る講演、酪農ヘルパ

ーの仕事を紹介する

リーフレットやホー

ムページ等の作成、

各種イベントへの出

展等の酪農ヘルパー

の職業認知度向上に

向けた取組に要する

経費 

 

カ 人材コンサルタン

トを活用した酪農ヘ

ルパーの採用及び定

着の促進を図るため

の取組の実証に要す

る経費 

 

キ 酪農経営安定化支

援ヘルパー事業の円

滑な推進のための会

議の開催、公募団体

Ｂ及び利用組合に対

する助言及び指導等

に要する経費 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

定額 
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別紙様式第１号 

 

令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業） 

補助金交付申請書 

 

番   号   

年 月 日   

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

 

住 所               

団体名               

代表者名              

 

 

令和 年度において、下記のとおり事業を実施したいので、酪農経営支援

総合対策事業実施要綱別添２の第６の１の（※）の規定に基づき、補助金  

   円を交付されたく、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

（注）（※）については、公募団体Ａは（１）、公募団体Ｂは（２）とし、申

請書の記の記載は、各事業ごとに次に掲げる様式によるものとする。 

様式１－１ 公募団体Ｂが実施する事業 

様式１－２ 公募団体Ａが実施する事業 
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様式１－１（公募団体Ｂが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

  別紙様式第１号の別紙１「令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農

経営安定化支援ヘルパー事業）実施計画書」のとおり 

 

３ 事業に要する経費の配分及び負担区分 

（単位：円） 

区分 事業費 
負 担 区 分 

備考 
機構補助金 その他 

１ 酪農の担い手となる酪農ヘル

パー人材育成支援 

 （１）公募団体Ｂ及び利用組合が

酪農ヘルパーを育成するた

めの取組 

 （２）酪農ヘルパー要員の確保の

ための募集活動 

 （３）臨時ヘルパーの出役に要す

る経費の補助 

 （４）酪農ヘルパー業務に必要な

免許及び資格の取得に要す

る経費の補助 

 （５）酪農後継者及び酪農ヘルパ

ーの新規就農を促進するた

めの協議会の開催及び調査

等 

（６）酪農ヘルパーに関心のある

学生を対象としたインターン

シップの実施 

（７）内定者を対象とした就業前

研修の実施 

（８）特定技能外国人の活用 

 

（９）酪農ヘルパーを目指す生徒

又は学生への修学資金の給付 

 

２ 傷病時の利用の円滑化 
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３ 酪農ヘルパー利用組合の強化

等 

（１）酪農ヘルパー事業の普及・

啓発、出役活動調整等のため

の推進協議会の開催等 

（２）利用組合の運営改善 

（３）広域利用調整等の促進 

 （４）酪農ヘルパーの傷害補償保

険及び損害賠償保険の加入

促進 

 （５）家畜防疫対策に係る計画の

作成及び防疫機器等の整備 

 （６）酪農ヘルパー待遇改善奨励

金の交付 

（７）酪農ヘルパー事業を推進す

るための地域独自の取組 

 （８）酪農経営安定化支援ヘルパ

ー事業の円滑な推進を図る

ための推進指導 

計     

（注）事業を委託して実施する場合は、該当する事業費の欄にその委託費の額

を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考欄に記載すること。 

 

４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日      年 月 日 

（２）事業完了予定年月日    年 月 日 

 

５ 添付書類 

（１）事業実施計画書を都道府県知事と協議した旨を証する書類の写 

（２）定款 

（３）最近時点の業務報告書及び業務計画書 

（４）利用組合の「みどりチェック」チェックシートの一覧 
（５）公募団体Ｂの「みどりチェック」チェックシート 

（注１）記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合

には、その重複する部分については省略できることとし、省略する場合に

当たっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の

上、当該資料と同じ旨を記載することとする。 
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（注２）添付書類のうち定款、最近時点の業務報告書及び業務計画書につい

て、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイ

トの URL を記載することにより当該資料の添付を省略することができる。 

（注３）定款、最近時点の業務報告書及び業務計画書については、理事長の求

めに応じ、遅滞なく提出しなければならない。 
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様式１－２（公募団体Ａが実施する事業） 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

  別紙様式第１号の別紙２「令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農

経営安定化支援ヘルパー事業）実施計画書」のとおり 

 

３ 事業に要する経費の配分及び負担区分                     

 （単位：円） 

区分 事業費 

負担区分 

備考 機構補助

金 
その他 

酪農ヘルパー推進事業 

１ 学生インターンシップの実

施 

２ 利用実態等調査等の実施 

３ 優良事例発表会等の開催 

４ 研修の実施 

５ 酪農ヘルパーの採用体制強

化に向けた検討会の開催 

６ 酪農ヘルパーの職業認知度

向上に向けた取組 

７ 人材コンサルタントを活用

した酪農ヘルパーの採用及び

定着の促進を図るための取組

の実証 

８ 酪農経営安定化支援ヘルパ

ー事業の円滑な推進のための

会議の開催、指導等 

    

計     

（注１）区分欄は、実施要綱別添２の第２に規定された事業の種類ごとに記載

すること。 

（注２）事業を委託して実施する場合は、該当する事業費の欄にその委託費  

の額を（ ）書きで記載するとともに、その委託先を備考欄に記載する

こと。 
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４ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日        年 月 日 

（２）事業完了予定年月日      年 月 日 

 

５ 添付書類 

（１）定款 

（２）最近時点の業務報告書及び業務計画書 

（３）公募団体Ａの「みどりチェック」チェックシート 

（注１）記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合

には、その重複する部分については省略できることとし、省略する場合に

当たっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の

上、当該資料と同じ旨を記載することとする。 

（注２）添付書類のうち定款、最近時点の業務報告書及び業務計画書につい

て、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイ

トの URL を記載することにより当該資料の添付を省略することができる。 

（注３）定款、最近時点の業務報告書及び業務計画書については、理事長の求

めに応じ、遅滞なく提出しなければならない。 
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別紙様式第１号の別紙１（公募団体Ｂが実施する事業） 

 

令和 年度酪農経営支援総合対策事業 

（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）実施計画書 

 

第１ 事業計画 

１ 酪農の担い手となる酪農ヘルパー人材育成支援 

（１）公募団体Ｂ及び利用組合が酪農ヘルパーを育成するための取組 

  ア 酪農後継者を対象とした酪農ヘルパー技術研修の実施等に係る参加促

進                     （単位：人、日、円） 

団体名 
実施 

人数 

実施 

延日数 

① 

利用料

金相当

額(日) 

② 

事業費 

①×② 

負担区分 

備考 機構 

補助金 
その他 

        

合 計        

 

イ 酪農経営の新規就農を希望する酪農ヘルパーが離農を予定する酪農家

の円滑な継承を図るための派遣研修の実施等に係る参加促進 

（単位：人、日、円） 

団体名 
実施 

人数 

実施 

延日数 

① 

利用料

金相当

額(日) 

② 

事業費 

①×② 

負担区分 

備考 機構 

補助金 
その他 

        

合 計        

 

ウ 酪農ヘルパー要員を確保するための雇用前研修手当の交付等 

（単位：人、月、円） 

団体名 
実施 

人数 

実施 

延月数 

① 

単価 

(月) 

② 

事業費 

①×② 

負担区分 

備考 機構 

補助金 
その他 

        

合 計        
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エ 酪農ヘルパー実践研修手当の交付等     （単位：人、月、円） 

団体名 
実施 

人数 

実施 

延月数 

① 

単価 

(月) 

② 

事業費 

①×② 

負担区分 

備考 機構 

補助金 
その他 

        

合 計        

 

オ 酪農ヘルパーを対象とした資質向上のための研修会の開催等 

（単位：円） 

団体名 時期 場所 

 

内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

        

合 計     

 

  カ 他団体等が開催する研修会への参加及び参加促進 

  （ア）他団体等が開催する研修会への参加         （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

（イ）他団体等が開催する研修会への参加促進  （単位：人、日、円） 

団体名 
実施 

人数 

実施 

延日数 

① 

利用料

金相当

額(日) 

② 

事業費 

①×② 

負担区分 

積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

        

合 計        

 

キ 酪農ヘルパー実践研修者の住宅・通勤手当の交付   （単位：円） 

団体名 事業費 
区分 負担区分 積算 

基礎 住宅手当 通勤手当 機構補助金 その他 

       

合 計       

添付書類 

住宅・通勤手当に関する利用組合の証明書等の写 
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ク 酪農ヘルパー実践研修受入農家への協力金の交付 

（単位：人、日、円） 

団体

名 

受入

農家

数 

実践研

修者 

数 

実施 

延日数 

① 

協力金

単価 

(日) 

② 

事業

費 

①×

② 

負担区分 

積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

         

合計         

 

（２）酪農ヘルパー要員の確保のための募集活動  

ア 酪農ヘルパーの職業認知度の向上及び酪農ヘルパー要員の確保のため

の教育機関への出前講座の実施              （単位：円） 

団体名 時期 場所 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

        

合 計     

 

  イ 酪農ヘルパー要員の確保のための募集広告の掲載並びにイベントへの

参加及び開催                    （単位：円） 

団体名 

 

区分 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

       

合 計     

 

ウ ア及びイ以外の酪農ヘルパー要員の確保のための募集活動の実施 

（単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     
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（３）臨時ヘルパーの出役に要する経費の補助    （単位：人、回、円） 

団体名 
臨時ヘル

パー人数 
実施回数 

事業費 

（実施回数×

１，０００円） 

備考 

        

合 計        

 

（４）酪農ヘルパー業務に必要な免許及び資格の取得に要する経費の補助 

（単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

（５）酪農後継者及び酪農ヘルパーの新規就農を促進するための協議会の開催

及び調査等 

ア 新規就農を促進するための協議会の開催       （単位：円） 

団体名 

 

内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

イ 新規就農を促進するための調査等          （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

（６）酪農ヘルパーに関心のある学生を対象としたインターンシップの実施 

（単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     
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（７）内定者を対象とした就業前研修の実施                  （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

（８）特定技能外国人の活用 

  ア 特定技能外国人の活用に向けた課題整理のための会議の開催、調査及

び現地採用の実施                                    （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

イ 特定技能外国人の生活支援を行う機関への生活支援の委託 

（単位：円） 

団体名 委託先 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

       

合 計     

 

 

（９）酪農ヘルパーを目指す生徒又は学生への修学資金の給付 

（単位：人、月、円） 

団体名 
実施人

数 
区分 月数 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

        

合 計        
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２ 傷病時の利用の円滑化 

互助制度の実施 

（１）互助制度概要                （単位：戸、人、円） 

（注１）互助組織名、利用組合名の欄は互助組織が１利用組合の場合は利用組

合名を、複数利用組合を基盤としている場合は互助組織名と互助制度に

参加している利用組合名を併せて記すこと。 

（注２）利用組合加入戸数、参加戸数、参加率及び対象就業者数は事業実施年

度の４月１日時点とすること。また、互助組織総数のみ記し、内訳を記

す必要は無い。 

（注３）互助組織の統合があった場合は、統合した年度等が確認できる定款等

の資料を添付すること。 

 

（２）互助制度の実施                 （単位：人、円） 

互助組織名

／利用組合

名 

利用

者数 

利用

料金 

事業費 

（負担軽減

額） 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

       

合 計       

 

 

 

 

互助組織名／利用

組合名 

利用組合 

加入戸数 

① 

互助制度 今年度 

積立金 

予定額 

備考 参加戸数 

② 

参加率 

②/① 

対象就業

者数 

互助組織名： 

上記互助制度に参加

している利用組合名 

・ 

・ 

・ 

統合互助組織名： 

上記互助制度に参加

している利用組合名 

・ 

・ 

・ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％  

 

 

 

 

 

 

  

合 計       
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３ 酪農ヘルパー利用組合の強化等 

（１）酪農ヘルパー事業の普及・啓発、出役活動調整等のための推進協議会の

開催等                        （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

（２）利用組合の運営改善 

ア コンサルタント等を活用した経営診断の受診及び指導に基づく収支改

善計画の作成                    （単位：円） 

団体名 

 

内容 

 

事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

イ アに掲げる経営診断及び収支改善計画を踏まえた利用組合の事務の効

率化                         （単位：円） 

団体名 

 

内容 

 

事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

ウ 酪農ヘルパーの出役調整等に係る事務軽減を図るための外部委託等の

推進                         （単位：円） 

団体名 委託先 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

       

合 計     
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エ 酪農ヘルパーの出役調整に係る事務軽減を図るための電子システムの

導入及び運営                     （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

添付書類 

仕様書、契約書及び見積書等契約の内容及び予算積算の根拠となる資料 

 

（３）広域利用調整等の促進 

  ア 広域利用調整及びコントラクター等支援組織との統合を推進するため

の検討会の開催                    （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

イ 広域利用等による出役調整              （単位：円） 

団体名 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

 

（４）酪農ヘルパーの傷害補償保険及び損害賠償保険の加入促進 

ア 酪農ヘルパーの傷害補償保険への加入      （単位：人、円） 

団体名 被保険者数 
事業費 

（保険料） 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計      
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イ 損害賠償保険への加入                （単位：円） 

団体名 
事業費 

（保険料） 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

     

合 計     

 

（５）家畜防疫対策に係る計画の作成及び防疫機器等の整備  （単位：円) 

団体名 項目 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

       

合 計     

 

（６）酪農ヘルパー待遇改善奨励金の交付      （単位：人、月、円) 

団体

名 

給与

等改

定適

用日 

利用

料金

等引

上額 

給与等

引上率

（％） 

専任

ヘル

パー

数 

奨励

金単

価 

月数 

事業費 

（奨励金単価×

専任ヘルパー数

×月数） 

        

合 計     

 

（７）酪農ヘルパー事業を推進するための地域独自の取組   （単位：円） 

団体名 項目 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

       

合 計     

 

（８）酪農経営安定化支援ヘルパー事業の円滑な推進を図るための推進指導 

  （単位：円） 

項目 内容 事業費 

負担区分 
積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

      

合 計     

（注）事業の一部を委託する場合は、欄外に委託する事項、委託相手先名、委

  託額を明記すること。 
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第２ 令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事

業）実施計画書取りまとめ表 

１ 事業費                        （単位：円） 

団
体
名 

事
業
費
計 

１ 酪農の担い手となる酪農ヘルパー人材育成支

援 
２ 

傷
病
時
の
利
用
の
円
滑
化 

３ 酪農ヘルパー利用組合の強化等 

□
１
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
を
育
成
す
る
た
め
の
取
組 

□
２
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
要
員
の
確
保
の
た
め
の
募
集
活
動 

□
３
□
臨
時
ヘ
ル
パ
□
の
出
役
に
要
す
る
経
費
の
補
助 

□
４
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
業
務
に
必
要
な
免
許
及
び
資
格
の

取
得
に
要
す
る
経
費
の
補
助 

□
５
□
酪
農
後
継
者
及
び
酪
農
ヘ
ル
パ
□
の
新
規
就
農
を

促
進
す
る
た
め
の
協
議
会
の
開
催
及
び
調
査
等 

□
６
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
に
関
心
の
あ
る
学
生
を
対
象
と
し

た
イ
ン
タ
□
ン
シ
□
プ
の
実
施 

□
７
□
内
定
者
を
対
象
と
し
た
就
業
前
研
修
の
実
施 

 

□
８
□
特
定
技
能
外
国
人
の
活
用 

□
９
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
を
目
指
す
生
徒
又
は
学
生
へ
の
修

学
資
金
の
給
付 

□
１)

 

酪
農
ヘ
ル
パ
□
事
業
の
普
及
・
啓
発
□
出
役
活
動

調
整
等
の
た
め
の
推
進
協
議
会
の
開
催
等 

□
２)

 
利
用
組
合
の
運
営
改
善 

□
３)

 

広
域
利
用
調
整
等
の
促
進 

□
４
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
の
傷
害
補
償
保
険
及
び
損
害
賠
償

保
険
の
加
入
促
進 

□
５
□
家
畜
防
疫
対
策
に
係
る
計
画
の
作
成
及
び
防
疫
機

器
等
の
整
備 

□
６
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
待
遇
改
善
奨
励
金
の
交
付 

□
７
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
独

自
の
取
組 

□
８
□
酪
農
経
営
安
定
化
支
援
ヘ
ル
パ
□
事
業
の
円
滑
な

推
進
を
図
る
た
め
の
推
進
指
導 

公
募
団
体
Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

       

 

  

○
組
合 

 

 

 

      

  

       

 

 

 

― 

 

△
組
合 

 

 

 

      

  

       

 

 

 

― 

 

計        
  

       
 

  

（注１）事業費欄は、実施要綱第２の項目ごとに取りまとめて記載すること。 

（注２）酪農ヘルパー実践研修の対象者が終了した（する）公募団体Ａが実施

する初任者向け研修の研修機関、時期、内容等について記載した書面を

添付すること。 

 

添付書類:１ 別紙様式第１号の別紙１の別紙の利用組合における事業実施計画 

２ 互助制度に関する規約 



41 

 

２ 補助金額                       （単位：円） 

団
体
名 

補
助
金
計 

１ 酪農の担い手となる酪農ヘルパー人材育成支

援 
２ 

傷
病
時
の
利
用
の
円
滑
化 

３ 酪農ヘルパー利用組合の強化等 

□
１
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
を
育
成
す
る
た
め
の
取
組 

□
２
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
要
員
の
確
保
の
た
め
の
募
集
活
動 

□
３
□
臨
時
ヘ
ル
パ
□
の
出
役
に
要
す
る
経
費
の
補
助 

□
４
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
業
務
に
必
要
な
免
許
及
び
資
格
の

取
得
に
要
す
る
経
費
の
補
助 

□
５
□
酪
農
後
継
者
及
び
酪
農
ヘ
ル
パ
□
の
新
規
就
農
を

促
進
す
る
た
め
の
協
議
会
の
開
催
及
び
調
査
等 

□
６
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
に
関
心
の
あ
る
学
生
を
対
象
と
し

た
イ
ン
タ
□
ン
シ
□
プ
の
実
施 

□
７
□
内
定
者
を
対
象
と
し
た
就
業
前
研
修
の
実
施 

 

□
８
□
特
定
技
能
外
国
人
の
活
用 

□
９
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
を
目
指
す
生
徒
又
は
学
生
へ
の
修

学
資
金
の
給
付 

□
１)

 

酪
農
ヘ
ル
パ
□
事
業
の
普
及
・
啓
発
□
出
役
活
動

調
整
等
の
た
め
の
推
進
協
議
会
の
開
催
等 

□
２)

 

利
用
組
合
の
運
営
改
善 

□
３)

 
広
域
利
用
調
整
等
の
促
進 

□
４
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
の
傷
害
補
償
保
険
及
び
損
害
賠
償

保
険
の
加
入
促
進 

□
５
□
家
畜
防
疫
対
策
に
係
る
計
画
の
作
成
及
び
防
疫
機

器
等
の
整
備 

□
６
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
待
遇
改
善
奨
励
金
の
交
付 

□
７
□
酪
農
ヘ
ル
パ
□
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
地
域
独

自
の
取
組 

□
８
□
酪
農
経
営
安
定
化
支
援
ヘ
ル
パ
□
事
業
の
円
滑
な

推
進
を
図
る
た
め
の
推
進
指
導 

公
募
団
体
Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

       

 

  

○
組
合 

 

 

 

      

  

       

 

 

 

― 

 

△
組
合 

 

 

 

      

  

       

 

 

 

― 

 

計        

  

       

 

  

 

（注）補助金額は、実施要綱第２の項目ごとに取りまとめて記載すること。 
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別紙様式第１号の別紙１の別紙（利用組合が実施する事業） 

 

令和 年度酪農経営支援総合対策事業 

（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）の実施計画 

 

        利用組合名            

代表者名 

 

 

 

１ 酪農の担い手となる酪農ヘルパー人材育成支援 

（１）公募団体Ｂ及び利用組合が酪農ヘルパーを育成するための取組 

ア 酪農後継者を対象とした酪農ヘルパー技術研修の実施等に係る参加促

進                        （単位：日、円） 

対象者名 

実施 

延日数 

① 

利用料金

相当額

(日) 

② 

事業費 

①×② 

機構 

補助金 
備考 

      

合 計      

 

  イ 酪農経営の新規就農を希望する酪農ヘルパーが離農を予定する酪農家

の円滑な継承を図るための派遣研修の実施等に係る参加促進 

（単位：日、円） 

対象者名 

実施 

延日数 

① 

利用料金

相当額

(日) 

② 

事業費 

①×② 

機構 

補助金 
備考 

      

合 計      

 

   ウ 酪農ヘルパー要員を確保するための雇用前研修手当の交付等 

（単位：月、円） 

交付 

対象者名 

実施 

延月数 

① 

単価 

(月) 

② 

事業費 

①×② 

機構 

補助金 
備考 

      

合 計      
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   エ 酪農ヘルパー実践研修手当の交付等 

  （ア）公募団体Ａが実施する初任者向け研修 

（単位：人） 

研修主催者 時期 開催場所 研修参加人数 備考 

     

 

  （イ）酪農ヘルパー実践研修 

    ａ 研修計画                 （単位：月、円） 

実施番号

（修了認定

番号等） 

氏

名 

雇用 

年月日 

研修 

開始日 

今年度 

実施 

期間 

月数 

① 

単価 

（月） 

② 

事業費 

①×② 

機構 

補助金 

         

合 計     

 

    ｂ 研修内容等 

期間 研修方法 具体的な研修内容等 

   

 

添付書類 

組合規約（既に承認済みの場合は、提出不要） 

実践研修実施者の労災保険、雇用保険の写 

（注）実績報告の際には、公募団体Ａが実施する初任者向け研修の修了証書を 

添付すること。 

 

オ 酪農ヘルパーを対象とした資質向上のための研修会の開催等 

（単位：円） 

時期 場所 内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

      

 

カ 他団体等が開催する研修会への参加及び参加促進 

（ア) 他団体等が開催する研修会への参加         （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 
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 (イ) 他団体等が開催する研修会への参加促進    （単位：日、円） 

対象者名 

実施 

延日数 

① 

利用料金

相当額

(日)② 

事業費 

①×② 

機構 

補助金 

積算 

基礎 

      

合 計      

 

キ 酪農ヘルパー実践研修者の住宅・通勤手当の交付   （単位：円） 

交付対象者

名 
事業費 

区分 機構 

補助金 

積算 

基礎 住宅手当 通勤手当 

      

合 計      

 添付書類 

住宅・通勤手当について定めのある給与支払規程等の写 

 

ク 酪農ヘルパー実践研修受入農家への協力金の交付 

（単位：人、日、円） 

受入農

家数 

実施 

人数 

実施 

延日数 

① 

協力金

単価 

(日) 

② 

事業費 

①×② 

負担区分 

積算 

基礎 
機構 

補助金 
その他 

        

合 計        

 

（２）酪農ヘルパー要員の確保のための募集活動         

ア 酪農ヘルパーの職業認知度の向上及び酪農ヘルパー要員の確保のため

の教育機関への出前講座の実施            （単位：円） 

時期 場所 内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

      

 

  イ 酪農ヘルパー要員の確保のための募集広告の掲載並びにイベントへの

参加及び開催                    （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 
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ウ ア及びイ以外の酪農ヘルパー要員の確保のための募集活動の実施 

（単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

（３）臨時ヘルパーの出役に要する経費の補助    （単位：人、回、円） 

臨時ヘルパー人数 実施回数 

事業費 

（実施回数×

１，０００円） 

備考 

       

 

(４) 酪農ヘルパー業務に必要な免許及び資格の取得に要する経費の補助  

                        （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

（５）酪農後継者及び酪農ヘルパーの新規就農を促進するための協議会の開

催及び調査等 

ア 新規就農を促進するための協議会の開催       （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

イ 新規就農を促進するための調査等          （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

(６) 酪農ヘルパーに関心のある学生を対象としたインターンシップの実施 

（単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 
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（７）内定者を対象とした就業前研修の実施 

  ア 研修計画                     （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

  イ 研修内容等 

期間 研修方法 具体的な研修内容等 

   

 

（８）特定技能外国人の活用 

  ア 特定技能外国人の活用に向けた課題整理のための会議の開催、調査及

び現地採用の実施                  （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

イ 特定技能外国人の生活支援を行う機関への生活支援の委託 

（単位：円） 

委託先 内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

     

 

（９）酪農ヘルパーを目指す生徒又は学生への修学資金の給付 

（単位：人、月、円） 

実施人数 区分 月数 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 
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２ 傷病時の利用の円滑化 

互助制度の実施 

（１）互助制度の概要 

参加互助組織名  

 負担軽減期間  

負担軽減額（又は率）  

積立金の拠出方法  

（注）参加する互助組織が複数ある場合は、適宜表を追加して互助組織ご

とに記載すること。 

 

（２）積立金及び互助制度参加状況       （単位：戸、％、人、円） 

互助 

組織名 

利用組合 

加入戸数 

① 

互助制度 今年度

積立金

予定額 

備

考 
参加戸数 

② 

参加率 

②／① 

対象 

就業者数 

       

合 計       

（注）利用組合加入戸数、互助制度参加戸数及び就業者数は、事業実施年

度の４月１日時点とすること。 

 

（３）互助制度の実施 

（単位：人、円） 

互助 

組織名 
利用者数 利用料金 

事業費 

（負担軽減

額） 

機構 

補助金 

積算 

基礎 

      

合 計      

（注）公募団体Ｂが互助制度を実施している場合は記載しないこと。 

 

 添付書類：互助制度に関する規約 
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３ 酪農ヘルパー利用組合の強化等 

（１）酪農ヘルパー事業の普及・啓発、出役活動調整等のための推進協議会の

開催等                        （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

 (２) 利用組合の運営改善 

  ア コンサルタント等を活用した経営診断の受診及び指導に基づく収支改

善計画の作成                     （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

  イ アに掲げる経営診断及び収支改善計画を踏まえた利用組合の事務の効

率化                         （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

  ウ 酪農ヘルパーの出役調整等に係る事務軽減を図るための外部委託等の

推進                         （単位：円） 

委託先 内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

     

 

  エ 酪農ヘルパーの出役調整に係る事務軽減を図るための電子システムの

導入及び運営                      （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

添付書類 

  仕様書、契約書及び見積書等契約の内容及び予算積算の詳細の根拠となる

資料 
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（３）広域利用調整等の促進 

  ア 広域利用調整及びコントラクター等支援組織との統合を推進するため

の検討会の開催                   （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

  イ 広域利用等による出役調整             （単位：円） 

内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

 

（４）酪農ヘルパーの傷害補償保険及び損害賠償保険の加入促進 

ア 酪農ヘルパーの傷害補償保険への加入       （単位：人、円） 

被保険者数 
事業費 

（保険料） 

機構 

補助金 

積算 

基礎 

    

 

イ 損害賠償保険への加入 

加入する損害賠償保険の概要              （単位：円） 

加入保険の種類 保険期間 
事業費 

（保険料） 

機構 

補助金 

積算 

基礎 

 

１ 普通保険約款 

 

２ 請負業者特別約款 

 

３ 保管物特別約款 

 

４ 生産物賠償責任約款 

（酪農家内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計     

（注）加入する保険に○印を付す。 
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（５）家畜防疫対策に係る計画の作成及び防疫機器等の整備  （単位：円） 

項目 内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

     

合 計    

 

（６）酪農ヘルパー待遇改善奨励金の交付      （単位：人、月、円） 

給与等

改定適

用日 

利用料

金等引

上額 

給与等

引上率 

（％） 

専任ヘ

ルパー

数 

奨励金

単価 
月数 

事業費 

（奨励金単価×

専任ヘルパー数

×月数） 

       

 

 (７) 酪農ヘルパー事業を推進するための地域独自の取組   （単位：円） 

項目 内容 事業費 
機構 

補助金 

積算 

基礎 

     

合 計    

 



51 

 

別紙様式第１号の別紙２（公募団体Ａが実施する事業） 

 

令和 年度酪農経営支援総合対策事業 

（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）実施計画書 

 

酪農ヘルパー推進事業 

１ 学生インターンシップの実施 

（単位：円） 

実施時期 方法 内容 事業費 積算基礎 

     

合 計     

 

２ 利用実態等調査等の実施 

（単位：円） 

実施時期 方法 内容 事業費 積算基礎 

     

合 計     

 

３ 優良事例発表会等の開催 

（単位：回、円） 

開催時期 場所 回数 参集範囲 内容 事業費 積算基礎 

       

合 計       

 

４ 研修の実施 

（単位：円） 

実施時期 方法 内容 事業費 積算基礎 

     

合 計     

 

５ 酪農ヘルパーの採用体制強化に向けた検討会の開催 

（単位：回、円） 

開催時期 場所 回数 参集範囲 内容 事業費 積算基礎 

       

合 計       
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６ 酪農ヘルパーの職業認知度向上に向けた取組 

（単位：円） 

実施時期 方法 内容 事業費 積算基礎 

     

合 計     

 

７ 人材コンサルタントを活用した酪農ヘルパーの採用及び定着の促進を図る

ための取組の実証 

（単位：円） 

実施時期 対象利用組合 内容 事業費 積算基礎 

     

合 計     

 

８ 酪農経営安定化支援ヘルパー事業の円滑な推進のための会議の開催、指導

 等 

（単位：回、円） 

開催時期 場所 回数 参集範囲 内容 事業費 積算基礎 

       

合 計       

 

（注１）必要とする経費の費目別内訳と積算根拠のわかる資料を添付するこ

と。 

（注２）事業の一部を委託する場合は、欄外に委託する事項、委託相手先名、

委託額を明記すること。 
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別紙様式第２号 

 

令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業） 

補助金交付変更承認申請書 

 

番   号   

年 月 日   

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

 

住 所               

団体名               

代表者名              

 

 

令和 年 月 日付け  農畜機第    号で補助金交付決定通知のあっ

た酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）の実施につ

いて、下記のとおり変更したいので承認されたく、酪農経営支援総合対策事業

実施要綱別添２の第６の２の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

２ 事業の内容 

別紙様式第１号の別紙１「令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経

営安定化支援ヘルパー事業）実施計画書」のとおり 

（別紙様式第１号の記の２に準ずる。） 

 

３ 事業に要する経費の配分及び負担区分 

 

（注）別紙様式第１号の記に準じ、変更部分が容易に比較対照できるよう２段

書きし、上段に変更前を（ ）書きで記載すること。 
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別紙様式第３号 

 

令和 年度酪農経営支援総合対策事業 

（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）補助金概算払請求書 

 

番   号   

年 月 日   

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所               

団体名               

代表者名              

 

令和 年 月 日 付け 農畜機第   号で補助金交付決定通知のあった

酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）について、下

記のとおり金     円を概算払により交付されたく酪農経営支援総合対策

事業実施要綱別添２の第６の３の（２）の規定に基づき請求します。 

 

記 

 

１ 補助金概算払請求額 

区
分 

交付決定 
事業遂行状況 

（   年 月 日現在） 
既概算払

受領額 

④ 

今回概算

払請求額 

⑤ 

    年

 月 日ま

で予定出来

高 

(④+⑤) 

／② 

残額 

 

②-④

-⑤ 

事

業

費 

① 

機構 

補助金 

② 

事

業

費 

③ 

機構 

補助金 

事業費 

出来高 

③／① 

 円 

 

円 

 

円 円 ％ 円 円 ％ 円 

計          

（注）それぞれの事業項目ごとに記載することとし、請求時点での事業費の 

支出実績及び支出計画を添付すること。 

 

２ 振込先金融機関名等 

金融機関名  ○○○銀行 ○○○支店 

預金種類    ○○預金 

口座番号  

口座名義
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別紙様式第４号 

 

令和 年度酪農経営支援総合対策事業 

（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）実績報告書 

 

番   号   

年 月 日   

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所               

団体名               

代表者名              

 

 

令和 年 月 日付け  農畜機第   号で補助金交付決定のあった酪農

経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）について、下記の

とおり実施したので、酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添２の第６の５の

規定に基づきその実績を報告します。 

なお、併せて精算額       円の交付を請求します。 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

別紙「令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパ

ー事業）実績書」のとおり 

 

３ 事業に要した経費の配分及び負担区分 

（注１）１～３は別紙様式第１号に準じて作成すること。 

（注２）３は、計画と実績が比較できるように２段書きし、上段に交付決定額

を（ ）書きし、下段に実績を記入すること。 
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４ 事業に係る精算額 

（単位：円） 

交付決定額 確定額 概算払受領額 精算払請求額 

    

 

５ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日       年 月 日 

（２）事業完了年月日       年 月 日 

 

６ 振込先金融機関名等 

金融機関名  ○○○銀行 ○○○支店 

預金種類    ○○預金 

口座番号 

口座名義 

 

７ 添付資料（公募団体Ｂが実施する事業） 

（１）別紙様式第４号の別紙１の傷病時の利用の円滑化実施状況報告 

（２）雇用前研修手当、酪農ヘルパー実践研修手当及び住宅・通勤手当を被研

修者に支払ったことを証する書類の写 

（３）インターンシップの概要、効果、課題及び参加者の内訳等を記した実施

報告書 

（４）保険に加入したことを証する書類の写 

（５）別紙様式第４号の別紙２の新人酪農ヘルパー受入チェックシート 

（６）利用組合の「みどりチェック」チェックシートの一覧 
（７）公募団体Ｂの「みどりチェック」チェックシート 
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別紙様式第４号の別紙１ 

 

傷病時の利用の円滑化実施状況報告 

 

互助組織名／利用組合名       

代表者名       

 

事業の内容及び経費の配分                （単位：円） 

区分 実績額 備考 

繰越金   

収

入 

本年度積立額 

機構補助金○○○○ 
 （例 預金利息等） 

計   

支

出 

負担軽減額   

計   

年度末積立残額   
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別紙様式第４号の別紙２ 

 

新人酪農ヘルパー受入チェックシート 

令和 年 

法人名/屋号： 代表者名（農家氏名）： 

研修として受け入れたヘルパーの氏名： 

 

 
(申請時) 

✓欄 
チェック項目 

(報告時) 

✓欄 

利用組合内

ヒアリング

用 

 ✓欄 

１ ☐ 
酪農ヘルパーは地域の酪農を支える仲間（メンバー）であり、酪農ヘルパー

を利用することで休みが取れることを認識して接している。 ☐ ☐ 

２ ☐ 
酪農ヘルパーに感謝の気持ちを持って接している。（「ありがとう」等の感

謝の気持ちを示す。） ☐ ☐ 

３ ☐ 
依頼したい作業内容や手順、注意点を明確にした上で、作業前に丁寧に説明

するなど、酪農ヘルパーの仕事への理解が深まるよう努める。 

（言葉で伝わりにくい場合は、紙に書くなど工夫をする。） 
☐ ☐ 

４ ☐ 
農場内の整理整頓や機械の適切なメンテナンスをするなど、酪農ヘルパーが

安全に仕事をしやすい環境づくりに努める。 ☐ ☐ 

５ ☐ 
酪農ヘルパーがミスをしても、頭ごなしに叱るのではなく、原因や改善策を

一緒に検討するなどにより、ヘルパー技術の向上を図る。 ☐ ☐ 

６ ☐ 
酪農ヘルパーに対し、過剰な要求をしない。 

（例） 

・休日出勤を強要する。（ヘルパーが休みの日に牛の世話を依頼する。） 
☐ ☐ 

７ ☐ 

酪農ヘルパーに対し、暴言を言わない。 

（例） 

・「バカ」、「辞めてしまえ」など暴言を吐く。 

・「お前は仕事がトロい」、「使えないやつ」など相手の人格を否定するよ

うな発言をする。 

☐ ☐ 

８ ☐ 

酪農ヘルパーに対し、威嚇や危害を加えない。 

（例） 

・ヘルパーを委縮させる行為。（道具などを投げつける、大声で叱責す

る。） 

・ヘルパーに暴力をふるう行為。（叩く、殴る、蹴る。） 

・「気に入らない」など理不尽な理由で特定のヘルパーを無視するなど、ヘ

ルパーに精神的苦痛を与える行為。 

☐ ☐ 

９ ☐ 

酪農ヘルパーに対し、指導の範囲を超えて、身体に触れたり、監視したりし

ない。 

（例） 

・指導の目的以外で、手や腕などを触る。 

・身体を執拗に眺め回す。 

☐ ☐ 

10 ☐ 

酪農ヘルパーに対し、性的な冗談や性別により差別する言葉など、不快と感

じる内容の言葉を言わない。 

（例） 

・性に関する身体的な特徴を聞く、からかう。 

☐ ☐ 

11 ☐ 
（従業員がいる場合） 

従業員からヘルパーへの指導についても、上記のすべての事項を同様に遵守

するように周知徹底する。 
☐ ☐ 

〇 ☐ 
（その他利用組合で追加でチェックする項目があれば、設定してくださ

い。） 

○○について、●●。 
☐ ☐ 

 

年    月    日 

（本人署名欄） 
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別紙様式第５号 

    

令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業） 

に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

番   号   

年 月 日   

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所               

団体名               

代表者名              

 

 

 令和 年 月 日付け  農畜機第  号で補助金の交付決定のあった酪農

経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）補助金について、

酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添２の第７の３の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 （なお、併せて補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額金    円を返

還します。(返還がある場合、記載すること。)） 

 

記 

 

１ 補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定額（令和 年 月 日 農畜

機第 号による補助金額の確定通知額） 

金     円 

２ 補助金の額の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

金     円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金     円 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

金     円 

 

 

注：記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、公募団体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を

添付すること。 

・消費税確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるもの) 

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 
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・３の金額の積算の内訳(人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確

認できる資料も併せて提出すること) 

・公募団体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項

に規定する特定収入の割合を確認できる資料 

 

５ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、

その状況 

 

 

 

注：消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告

予定時期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合、その理由 

 

 

 

注：記載内容の確認のための、以下の資料を添付すること。 

なお、公募団体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を

添付すること。 

  ・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税(個人

事業者の場合は所得税)確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるも

の)及び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

  ・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度におけ

る消費税確定申告書(簡易課税用)の写し(税務署の収受印等のあるもの) 

  ・公募団体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項

に規定する特定収入の割合を確認できる資料 
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別紙様式第６号 

    

令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業） 

特許権等に関する出願・取得状況報告書 

 

番   号   

年 月 日   

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所          

団体名      

代表者名        

 

 

下記のとおり本事業の成果に係る特許権等を出願（取得）したので、酪農経

営支援総合対策事業実施要綱別添２の第８の規定に基づき、下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

 

（特許権、実用新案権、商標権、意匠権等） 

内容  

種類・番号  

出願年月日  

取得年月日  

出願人  

発明者  

 

 

（著作権） 

著作物の種類  

著作物の題号  

著作者の氏名（名称）  

著作物の内容  
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別紙様式第７号 

    

令和 年度酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業） 

事業収益状況報告書 

 

番   号   

年 月 日   

 

 独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長       殿 

 

住 所               

団体名               

代表者名              

 

 酪農経営支援総合対策事業（酪農経営安定化支援ヘルパー事業）に関する令

和  年度の収益の状況について、酪農経営支援総合対策事業実施要綱別添

２の第９の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業の中心となる団体・企業等の名称及び会計年度（決算期間） 

 

２ 事業の概要 

 

３ 事業実施期間 

（１）事業着手年月日       年 月 日 

（２）事業完了年月日       年 月 日 

 

４ 収益額等 

項目 金額（円） 

（１） 事業に係る知的財産権の譲渡又は当該知的財産権を

利用する権利の設定による収益の累計額 

 

（２） 事業による成果の供与による収益の累計額  

（３） 製品開発及び改良に要した費用の累計額  

（４） 補助金の確定額の累計  

（５） 前年度までの納付額  

 

 （注１）この報告書は、販売実績等の有無に関わらず、事業終了年度の翌年

度から５年間の状況を、決算期ごとに（半年決算の場合にあっては、
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下半期の決算の終了後ごとに）提出すること。 

 （注２）この事業に係る報告対象年度の以前から販売実績がある場合には、

当該販売実績等を合計して記入すること。 

 （注３）「製品の開発及び改良に要した費用」には、この事業による製品の

開発及び改良に要した補助事業費のほか、これを補完するため自己負

担等により行われた製品の開発及び改良に要した費用を含む。 

 （注４）「補助金の確定額の累計」には、この事業により交付された補助金

の累計額を記入すること。 

 （注５）貸借対照表及び損益計算書その他各項目の算出の根拠となる資料を

添付すること。 

 


